平成20・21年度日歯生涯研修事業実施要領における「特別研修」について
　平成20・21年度日歯生涯研修事業実施要領2頁に記載している「特別研修」（下記に抜粋を記載）の取り扱いについてご連絡させていただきます。

　「特別研修（10単位）」は歯科医学大会等の演題が10題を超える等複数設定されている場合、主催者による「Ｅシステム」への受講研修会登録や受講者（会員）の研修単位登録（ＩＣカードによるタッチ）が煩雑になることを緩和するために設けた研修です。

　この「特別研修」については、平成20・21年度日歯生涯研修事業から初めて導入した研修で開催実績等が把握できないこともあり、現時点では、「特別研修」による10単位は修了基準の対象ではありませんが、将来を見据えて設けたものであります。
一方で、「特別研修」による10単位が修了基準の対象外ということが周知不足であります。また、当該学術大会会期中に受講した個別の研修についての単位は登録できない。という誤解が生じている向きがありますが、「特別研修」による10単位を取得した場合でも、当該学術大会会期中に修了基準の対象となる個別の研修を行なった場合の研修単位は取得できます。
　つきましては、主催者が当該学術大会を「特別研修」として「Ｅシステム」に登録をした場合でも、個別の研修内容を別途「Ｅシステム」に登録し、可能であればＩＣカードにて、それ以外の場合は研修会ごとに「短縮コード」を提示する等のご対応をよろしくお願いいたします。

　今後とも、日歯生涯研修事業へのご協力をよろしくお願いいたします。
記

平成20・21年度日歯生涯研修事業実施要領 抜粋

＜特別研修＞

次の研修会主催者が開催する学術大会に参加(出席)した場合には、特別研修として10単位が取得できる。なお、特別研修の単位は、受講研修登録用ICカードによってのみ登録できるものとする。また当分の間、特別研修の取得単位は一般の研修 (教材研修・受講研修・能動的研修) 単位には加算しないものとし、修了基準の対象にはならない。

特別研修コードは（生涯研修ガイダンスに基づく研修コードとは別に設定した４ケタのコード）研修会主催者ごとにお知らせする予定としている。

	区分
	研修会主催者

	１
	都道府県歯科医師会

	２
	各地区歯科医師会

	３
	日本歯科医学会

	４
	日本歯科医学会専門分科会

	５
	日本歯科医学会認定分科会

	６
	歯科大学および大学歯学部

	７
	歯科大学および大学歯学部同窓会(校友会) 

	８
	その他、日本歯科医師会が認めた特別研修


【学術大会の定義】

① 会期が午前・午後に亘る等、１日以上の大会

② 演題が１０題以上設定されている大会

③ 開催３ヵ月前までに日本歯科医師会に届け出（書式問わず）があった大会

「特別研修」の条件を了承し、かつ上記定義①②③を満たした研修会主催者は、研修会主催者ごとにお知らせする「特別研修コード（４ケタ）」を利用して「Ｅシステム」で受講研修会を登録する。
